
　◇令和３年度　市民参加の対象としなかった事項一覧

１号　　　緊急を要するもの
２号　　　市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
３号　　　法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの
４号　　　軽易なもの
５号　　　市の執行機関内部の事務処理に関するもの

対象としなかった理由

（条例第５条２項）

1

座間市行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及
び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する
条例

令和３月９月１日 （３）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律の改正に伴い、条項の移動があった本法律
の規定を引用している条例の規定のみの一部改正であった
ため。

2 座間市職員定数条例の一部を改正する条例 令和3年10月1日 （５）
市職員定数の変更といった、市の内部事務に関する一部改
正であったため。

3
座間市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する
条例

令和4年4月1日 （５）
新たな協議会の追加といった、市内部事務に関すること及び
引用条項の規定の一部改正であったため。

4 座間市手数料条例の一部改正 令和3年9月1日 （３）
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律(平成25年法第27号)の一部改正のため

5 座間市基金条例の一部改正 令和4年3月31日 （５）
新型コロナウイルス感染症対策基金の廃止に伴う所要の改
正

6 座間市市税条例の一部改正 令和3年4月1日 （２） 地方税法の一部改正に伴うものであったため。 市民税課

7 座間市職員定数条例の一部改正 （５）
職員定数の変更といった市の内部事務に関する一部改正で
あったため。

8
座間市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に
関する条例の一部改正

令和3年11月29日に公布し、公布の日か
ら施行

（５）
市議会議員の賞与の支給割合の変更といった市の内部事務
に関する一部改正であったため。

9 座間市常勤特別職職員の給与に関する条例の一部改正
令和3年11月29日に公布し、公布の日か
ら施行

（５）
常勤特別職の賞与の支給割合の変更といった市の内部事務
に関する一部改正であったため。

10
座間市職員の給与に関する条例及び座間市一般職の任
期付職員の採用等に関する条例の一部改正

令和3年11月29日に公布し、公布の日か
ら施行

（５）
国の人事院勧告を受けた給与の見直しに係る一部改正で
あったため。

11
座間市非常勤特別職職員の報酬等に関する条例の一部
改正

令和4年4月1日 （５）
国の基準に準じた消防団員の報酬改正及び協議会設置に伴
う委員の報酬を規程といった、市の内部事務に係る一部改正
であったため。

12 座間市職員の給与に関する条例の一部改正 令和4年4月1日 （５）
教育委員会の職員に係る級別の職務の改正といった市の内
部事務に関する一部改正であったため。

13 座間市職員の育児休業等に関する条例の一部改正 令和4年4月1日 （５）
人事院規則の一部改正を踏まえ、育児休業等の取得要件緩
和といった、市の内部事務に係る一部改正であったため。

企画政策課

財政課

職員課

№ 施策等の名称 施策の発効日 対象としなかった理由 担当課
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対象としなかった理由

（条例第５条２項）
№ 施策等の名称 施策の発効日 対象としなかった理由 担当課

14 座間市立市民健康センター条例の一部を改正する条例 令和4年4月1日 （２）、（４）

15
座間市立市民健康センター条例施行規則の一部を改正
する改正する規則

令和4年4月1日 （２）、（４）

16 座間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 令和4年4月1日 （２）
地方税法等の一部改正及び座間市国民健康保険税率及び
税額の改定に伴うものであるため。

国保年金課

17 座間市児童福祉井上基金条例を廃止する条例 令和3年12月21日 （５） 市の事業として運用していた基金を取り崩す目的だったため 保育課

18 座間市都市公園条例の一部改正 令和３年６月 （２）
設置・管理許可の使用料の徴収に関する一部改正であった
ため。

19 座間市都市公園条例の一部改正 令和３年１２月 （２）
有料公園施設の使用料の徴収に関する一部改正であったた
め。

20 座間市消防団員等公務災害補償条例の一部改正 令和4年4月1日 （３）
国民年金法等の一部を改正する法律に伴い、一部改正した
もの

消防総務課

健康づくり課
（４）については、管理者の変更であり、市民に直接の影響が
少ないため。

公園緑政課
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